
       第６２回目黒区体育祭 

春季剣道大会競技要項 
 

１ 主  催   目黒区・ＮＰＯ法人目黒体育協会 

２ 後  援   目黒区教育委員会 

３ 主  管   一般財団法人目黒区剣道連盟 

４ 日  時   令和６年６月９日（日） 午前９時開始（開場８時３０分） 

５ 会  場   目黒区立中央体育館 競技場 

６ 種  別   競技種目 

（１）個人戦 

男女混合 男   子 女   子 

ア①小学１・２年生 

イ②小学３・４年生 

ウ③小学５・６年生 

エ⑫一般初段以下 

オ⑬一般２・３段 

カ⑭一般４・５段 

ア④中学１年生 

イ⑤中学２年生 

ウ⑥中学３年生 

エ⑧高校・大学初段以下 

オ⑨高校・大学２･３段  

ア⑦中学女子 

イ⑩高校・大学初段以下 

ウ⑪高校・大学２・３段 

（２）団体戦 

男女混合 

ア 小学生団体 

イ 中学生団体 

ウ 高校生団体 

エ 大学・一般団体（５段以下） 

＊ 個人・団体の各競技種目のうち申込者数が極端に少ないものがある場合は、その種目を中止するこ

とがある（その場合には、事前に申込者本人または団体に連絡する。）。 

 

７ 競技上の規定及び方法 

（１） 全日本剣道連盟剣道試合規則、審判規則、審判運営要領により行うほか、次による。 

  ア 小学生及び中学生個人戦の部 

① 三本勝負 

② 試合時間２分 

③ 時間以内に勝敗が決しない場合は延長とし、勝敗の決するまで時間を区切らず行

う。 

  イ 小学生及び中学生団体戦の部 

① 三本勝負 

② 試合時間２分 

③ 時間以内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。 

④ 勝者同数の場合は、総本数の多い方を勝ちとする。総本数が同数の場合は代表者

戦による。 

⑤ 代表者戦は任意とし、一本勝負２分間、勝敗が決しないときは延長とし、時間を
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区切らず勝敗が決するまで行う。 

⑥ オーダーは固定制とし、補欠登録者によるメンバー変更は、当該試合が始まる前

までとする。この場合、下級学年の補欠登録選手は、上級生の部の試合に充てる

ことができる。 

  ウ 高校・大学・一般及び一般女子個人戦の部 

① 三本勝負 

② 試合時間３分 

③ 時間以内に勝敗が決しない場合は延長とし、勝敗の決するまで時間を区切らず行 

う。 

    エ 高校・大学及び一般団体の部 

① 三本勝負 

② 試合時間３分 

③ 時間以内に勝敗が決しない場合は、引き分けとする。 

④ 勝者同数の場合は、総本数の多い方を勝ちとする。総本数が同数の場合は代表者 

戦による。 

⑤ 代表者戦は任意とし、一本勝負３分間、勝敗が決しないときは延長とし、時間を

区切らず勝敗が決するまで行う。 

⑥ オーダーは固定制とし、補欠登録者によるメンバー変更は、当該試合が始まる前

までとする。 

（２） 試合は、トーナメントで行う｡ 

（３） ３位決定戦は行わない。 

（４） 組合せ抽選は、主管団体で行う。 

 

８ 参加資格 

（１）個人戦：次のいずれかの要件を満たしている者であること。 

ア 目黒区に在住、在学又は在勤していること。 

イ 目黒区剣道連盟に加入していること。 

（２）団体戦：次のいずれかの要件を満たしている者で構成されていること。 

  ア 目黒区に在住、在学又は在勤していること。 

  イ 目黒区剣道連盟の登録団体に加入し、次の要件を満たしていること。 

① 小学生、中学生及び高校生は、登録団体が年度ごとに目黒区剣道連盟に提出してい

る「登録団体会員名簿」に氏名等が搭載されていること。 

② 大学及び一般は、登録団体が年度ごとに目黒区剣道連盟に提出している「登録団体

会員名簿」に氏名等が搭載され、かつ目黒区剣道連盟会員となっていること。 

（３）大会出場申込時の段位は、個人及び団体とも５段以下であること。 

（４）参加費として小学生及び中学生は一人５００円、高校生以上は一人７００円を主管者 

団体に支払うこと（傷害保険料１００円含む。）。 

  団体での参加者には、主管団体が申込書と振込用紙を当該団体あてに送付するので、主

催者が指定した日までに振込用紙を使用し、一括して郵便局（ゆうちょ銀行）で納付す

ること（個人の参加者は、参加申し込みと同時に次の主管団体の「ゆうちょ銀行」口座

に参加費を納付すること。この場合の通常払込料金は、個人参加者が負担）。 

  〇 口座記号番号 ００１５０－２－７７７２２０ 

  〇 加 入 者 名 一般財団法人目黒区剣道連盟 



 

９ 出場制限 

（１）団体戦は、１校又は１団体で１チ－ムとし、中学、高校、大学及び一般は正選手 5人の

ほか、補欠選手 2人までとする。 

（２）小学生団体は、目黒区剣道連盟の登録団体又は目黒区剣道連盟が認めた団体とする。 

正選手は小学５・６年生で２人（副将・大将）、３・４年生で２人（次鋒・中堅）、 

１・２年生で１人（先鋒）の計５人とし、補欠はそれぞれ１人の計３人とする。 

なお、下級生の補欠選手は上級生の正選手に代わることができるが、上級生の補欠選

手が下級生の正選手に代わることはできない。 

（３）審判員は、監督を兼任することができない。 

  

10 表 彰 

入賞は３位までとし、１位には賞状・トロフィ－、２位・３位には賞状を授与する。 

 

11 申込期間及び方法 

（１） 申込期間              

令和６年３月２７日（水）から４月２２日（月）まで 

（２） 方 法 

 各体育館への持参 

   種別（競技種目）申込用紙及び参加申込集計表（目黒区提出用と申込団体控え）

に必要事項を記入して、各体育館へ申し込む。 

 ※申込書を提出するときは、参加資格を証明するものを提示する。  

また、学校の資格で参加する者は、学校の責任者の証明により参加資格を証明す

る。 

なお、目黒区剣道連盟に加入している者及び登録団体会員は、証明するものの

提示は必要としない。 

※参加費は、各体育館では徴収しないので注意すること。 

 

（３）申込書の提出先 

  ア 体育館 

中 央 体 育 館  目黒本町５－２２－８ 電話 ０３（３７１４）９５９１  

駒 場 体 育 館  駒場２－１９－３８  電話 ０３（３４８５）７７６１ 

区民センター体育館  目黒２－４－３６   電話 ０３（３７１１）１１３９ 

碑 文 谷 体 育 館   碑文谷６－１２－４３ 電話 ０３（３７６０）１９４１ 
八 雲 体 育 館  八雲１－１－１    電話 ０３（５７０１）２９８４ 

※上記 5体育館の受付時間 午前９時から午後９時まで（締切日は午後５時まで） 

  イ ＮＰＯ法人目黒体育協会事務局  

    電話：０３（５７２２）８０８８ ＦＡＸ：０３（５７３４）１０３２ 

    受付時間 午前９時から午後４時４５分まで（土・日・祝は除く） 

 

１２ 問い合わせ先 

    NPO法人目黒体育協会事務局 目黒本町 5-22-8 中央体育館内 

       電話：０３（５７２２）８０８８  



※受付時間 午前９時から午後４時４５分まで【土・日・祝は除く】 

 

１３ その他 

（１）競技中の事故については、主管団体が応急処置を行う。それ以後の処置については、

各自傷害保険で対処すること｡ 

（２）盗難等については主催者及び主管団体は責任を負わないので、各自管理すること。 

（３）大会用の傷害保険は、主管団体が加入する。 

（４）当日は、車での来場を禁止する（自転車・バイクは可）。 

（５）次の注意事項を遵守すること。 

 

 

（ア） 出場者は必ず１枚の布に所属団体名・名字を表示した名札を着用のこと。 

名札を着用しない者は、出場できない。 

（イ）面ひもの長さは、結び目から４０ｃｍ以内とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 個人情報の取り扱いについて 

（１）主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及

び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき個人情報を取

り扱う。 

体育祭参加者のサービスを目的として、プログラム作成、記録発表等に利

用する。また、主催者若もしくは主管団体から申し込みに関する確認連絡

をさせていただくことがある。 

（２）主催者である目黒区と NPO 法人目黒体育協会は、体育祭を開催するため

に各々が取得し保有した個人情報（所属団体名、学校名、学年、氏名、住

所、年齢、性別、記録、電話番号、肖像権等）を、相互に共同して利用す

る。 

（３）体育祭の映像、写真、記事、個人情報（氏名・年齢・性別）を含む記録

等において新聞、テレビ、雑誌、インターネット、パンフレット等への掲

載権、使用権は主催者に属する。 

                     以  上 

名札 


